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１ 住生活基本計画とは 

                                         
 

成田市では、平成 9年 3 月に策定した「成田市住宅マスタープラン」に掲げた基本理念「住

んでみたい・ずっと住んでいたい成田の住まいとまちづくり」をもとに、持ち家対策、高齢者

等の住宅対策、住情報の充実、市営住宅の的確な供給・管理、街並み景観に関する配慮を柱に

住宅政策を展開し、一定の成果を挙げてきている。 

一方、国の住宅政策は①「住宅金融公庫（平成 19 年 4 月に「独立行政法人 住宅金融支援

機構」の改組）を通じた持ち家支援」、②「公営住宅制度」（低所得者のための住宅供給）、③

「住宅公団等（現在は独立行政法人 都市再生機構 平成 16 年 7 月に都市整備基盤公団と地

域振興整備公団の地方都市開発整備部隊が合併して組織化）を通じた中堅所得者向けの分譲・

賃貸を含めた住宅供給」を 3つの柱に、住宅建設計画法のもとに住宅の量の確保を図ることを

中心に展開され、一定の成果を挙げてきた。 

全国レベルとみると、1968（昭和 48）年時点で、すでに世帯数を上回る住宅が供給され、最

近ではかえって空き家の急増が懸念される状態になってきている。こうした住まいを取り巻く

環境の変化を受けて、さらに本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来を迎えて、住宅の「量」

の確保から生活を含めた住まいの「質」の向上への転換を図るため、平成 18 年 6 月に「住生

活基本法」が制定され施行されている。 

住生活基本法は、国民生活の安定状況と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な

発展に寄与することを目的に、住生活の安定向上に関する施策についての基本理念を定め、各

主体の責務を明らかにし、基本施策の概要を定め、国及び県の基本計画となる住生活基本計画

を定めることとさされている。 

住生活基本法の施行を受けて、平成 18 年 9 月には、「住生活基本計画」（全国計画）が策定

されている。 

住生活基本計画（全国計画）は、以下の 4 点を基本的な方針として掲げている。 

① ストック重視 

② 市場重視 

③ 福祉、まちづくり等関連する施策分野との連携 

④ 地域の実情を踏まえたきめ細かな対応 

この計画の特徴的な点は、成果指標として具体的な数字を掲げて、住宅政策の取組みを計画

化している点である。（平成 21 年 3 月に一部計画が変更されている。） 

全国計画を受けて、平成 19 年 3 月には「千葉県住生活基本計画」が策定されている。この

計画の目的を「県民の豊かな住生活の実現に向けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に関

する理念、施策の目標及び推進すべき方向性等を定め、住生活の安定向上に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための基本的な計画として定めるものです。」としている。 

成田市住生活基本計画は、従来の「成田市住宅マスタープラン」を見直し、住生活基本法の

制定を受けて、住生活基本計画（全国計画）、千葉県住生活基本計画と連携し、かつ成田市の

地域特性や独自性を踏まえて、成田市民の住生活の安定の確保及び向上を目的に策定に取り組

むものである。 
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住生活基本法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展 国土交通省     
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千葉県住生活基本計画の概要 

 

■理念と横断的視点及び目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展 千葉県住生活基本計画   
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２ 住生活基本計画の位置づけ 

                                         

 

横断的かつ総合的な計画として、さらに実効性の高い計画にするために、成田市住生活基本

計画を次のように位置づける。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の策定に際して、千葉大学工学部 小林 秀樹教授から助言を頂いている。 

 

３ 計画の期間 

                                         

 

「成田市住生活基本計画」の計画期間は、平成 22 年度から平成 31 年度までの 10 年間とす

る。また、「成田市住生活基本計画」は、計画の進捗状況や社会経済状況及び関連計画の動向

を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。 

 

 

素案検討 

連携 

連携 

成田市新総合計画 

「空港（そら）、交流（ふれあい）、希望（ゆめ） 

 創造都市成田」 

成田市住生活基本計画 

  

計画期間 平成22年～平成31年 

 施策の基本方針 

 目標、施策の概要 

 成果指標 

成田市都市計画マス
タープラン 

関連計画 

●環境基本計画 

●総合保健福祉計画 

●介護保険事業計画 

●障がい福祉計画 

住生活基本計画 

（全国計画） 

千葉県住生活基本計画 

成田市地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）

推進協議会 

総合計画に即した計画内容 


